
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使って応援！ゆあさクーポン 

湯浅町では、長期化する物価高騰の影響を受けている町民の方への生活支援支援と経済対策

を目的に『ゆあさクーポン（第５弾）』を発行します。 

これに伴い、町民が『ゆあさクーポン』を利用できる取扱店を募集します。 

※商品券の利用・換金には、事前に取扱店の申込みが必要です。 

取扱店募集 

湯浅町内の事業者のみなさまへ 

●湯浅町役場 ふるさと振興課 商工観光係  湯浅町湯浅 1982（湯浅ふるさと館） 

    ＴＥＬ：０７３７－６４－１１１２（直通） 

    ＦＡＸ：０７３７－２２－６５００ 

●湯浅町役場 政策企画課 政策企画係  湯浅町青木 668-1 

 ＴＥＬ：０７３７－６３－２５５２（直通） 

 ＦＡＸ：０７３７－６３－３７９１ 

●新規取扱店登録は申込みフォームから登録できます。 

 

① 『ゆあさクーポン』について 

③ お問合せ ・ 申込受付場所 （8：30～17：15 土日祝除く） 

『ゆあさクーポン（第５弾）』 概要 
〇利用期間 （予定） 
クーポンの配送～令和７年３月３１日㊊まで 

〇綴り構成 
500円券×10枚×2組＝10,000円／人 
※5,000円分大型店舗以外＋5,000円分指定なし 

〇ゆあさクーポン（第４弾） 取扱店の方へ 
 ゆあさクーポン（第５弾）に引き続きご参加いただくために通知をお送りしています。 
 ゆあさクーポン（第５弾）に不参加の場合や登録内容を変更する場合はご連絡ください。 

② 取扱店の申込について 

◆申込期間 随時 

※12 月 13 日（金）正午までにお申込みいただいた場合、ゆあさクーポン配布時に

「取扱店」として店舗名を掲載します。（14日以降は、HPのみの掲載となります。） 

◆クーポン使用期限 令和７年３月３１日（月）まで 

◆対象店舗 町内で営業している店舗 （小売店・飲食店・サービス業など） 

         ※役場または町 HP掲載の募集要領をご確認ください。 

◆取扱店の負担金（参加費・換金手数料等）は不要 

申込みフォーム 湯浅町 HP 


